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「市営桜の宮住宅建替事業基本方針更新案作成」他業務 

仕 様 書 

 

 

１ 業務の目的 

本市では、「市営桜の宮住宅建替事業基本方針（平成26年4月策定。以下「基本方針」という。）」

及び「市営桜の宮住宅建替事業（２期）基本計画案」に基づき、市営桜の宮住宅建替事業の２期建

替事業を実施している。 

本業務は、２期建替事業の余剰地において、地域が必要とする都市機能施設の調査・検討を行い、

基本方針を更新するとともに、これに沿った地区計画の変更案を作成するものである。 

 

２ 神戸市担当課 

神戸市建築住宅局住宅整備課（以下「住宅整備課」という。） 

 

３ 調査・検討対象 

旧市営桜の宮住宅９～16、25～35、41、42号棟跡（以下「検討対象地」という。）および周辺地域 

（別添２ 参照） 

 

４ 業務委託期間 

契約の翌日より令和８年３月31日まで。 

ただし、予算繰り越し決議の上は令和８年10月31日までとする。 

 

５ 委託業務の内容 

受託者は、以下の業務を遂行し、関連する諸課題に関して住宅整備課の求めに応じて助言、提言、

情報提供を行うほか、関連書類、文書等を作成する。 

（１）土地利用計画の検討 

周辺環境などを鑑みれば検討対象地（41、42号棟跡を除く）においては、主として戸建て住

宅の用途が想定されるものであるが、計約3.5ha以上という大規模な用地を活用するにあたって、

これと複合的に整備される可能性のある都市機能施設（商業・教育・医療・福祉・文化・スポ

ーツ・行政等の施設）の有無について検討を行う。 

検討にあたっては、検討対象地周辺の施設と調和がとれ、地域が必要とする又は地域に不足

していると思われる都市機能施設の具体的な検討を行い、その必要性と課題を整理する。 

※以下の番号は業務手順の一例を示すものであり、詳細な進め方は提案書及び住宅整備課との

協議による（（３）においても同様）。 

① 都市機能施設の現況及び課題の整理 

② 地域意見の収集 

③ 都市機能施設の具体的な業種、規模等の検討 

④ 都市機能施設を整備・運営する事業者へのヒアリングの実施及び参画条件の整理 

⑤ 都市機能施設の必要性及び整備にあたっての課題の整理 

⑥ ①～⑤の結果を踏まえた土地利用計画パターンの作成及び比較検討（業種分類、施設規

模など） 

（２）基本方針更新案の作成 

（１）を基に、基本方針（別添３）の更新案を作成する。 

（３）都市計画案の作成 

市営桜の宮住宅建替事業の事業区域は地区計画「北鈴蘭台駅西地区」を定めているが、検討
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対象地は現在も計画空白地となっており、具体的な地区計画の内容が定められていない。（別添

５ 参照） 

そこで、（２）にて作成した基本方針更新案を実現するために、検討対象地において必要な建

築物の用途、形態等の規制・規制緩和の内容を検討し、検討対象地における地区計画案を作成

する。 

なお、建築物の用途、形態等の規制・規制緩和のため、地区計画以外の都市計画的手法を要

する場合はその都市計画案も作成する。 

① 戸建て住宅業者へのヒアリング 

② 既定の都市計画との整合、周辺環境への影響・課題を踏まえた建築物の用途、形態等の

規制・規制緩和の検討 

③ 都市計画案（地区計画案を含む）及び本市都市計画所管課との協議資料の作成 

（４）周知資料案の作成 

（２）、（３）について、地域に周知する資料を作成する。（別添６ 参照） 

 

６ 成果品 

提出物：以下の案とその検討経緯をまとめた報告書 

・「市営桜の宮住宅建替事業基本方針（平成26年４月）」更新案 

・地区計画「北鈴蘭台駅西地区」変更案 

・地区計画以外の都市計画案（地区計画以外の都市計画的手法を要する場合） 

・地域への周知資料案 

提出部数及び方法：電子データ一式と原紙１部を住宅整備課へ提出し、報告を行う。 

 

７ 業務執行体制 

受託者は、本業務を遂行するに当って、住宅整備課の意図及び目的を十分理解したうえで、経験

豊富で業務内容に精通したものを業務責任者に定め、かつ適正な人員を配置し、正確・丁寧にこれ

を行わなければならない。 

また、多岐にわたる専門的な業務内容を考慮し、建築・都市計画・まちづくりに関する知識と経

験を有する職員を配置するとともに、その協力体制を整えなければならない。 

 

８ その他 

（１）受託者は、本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合には、その都度速やかに住宅整備課と協

議したうえで、その指示に従わなければならない。 

（２）受託者は、本業務の遂行において知り得た事項を、住宅整備課の承認を得ることなく第三者

に開示してはならない。 

（３）受託者は、住宅整備課と協議及び調整のうえ、業務工程表を作成すること。また、工程が変

更となる場合は逐次修正を加え、工程管理を適切に行うこと。 

（４）業務の実施にあたっては、この仕様書に基づくとともに、住宅整備課と緊密に連絡をとりな

がら履行すること。また、打ち合わせや協議の際には業務責任者を必ず出席させるとともに、

連絡事項や協議事項を記録した打合せ記録を作成し、住宅整備課に提出すること。 

 

９ 提供資料 

別添１：市営桜の宮住宅建替え事業 位置図 

別添２：市営桜の宮住宅建替事業 周辺配置図 

別添３：市営桜の宮住宅建替事業基本方針（平成26年４月） 

別添４：市営桜の宮住宅建替事業（２期）基本計画案 

別添５：地区計画「北鈴蘭台駅西地区」 

別添６：さくらのみやニュース 



市営桜の宮住宅建替事業 位置図 

別添１



市営桜の宮住宅建替事業 周辺配置図 

検討対象地 

（９～16、25～32号棟跡） 

検討対象地 

（41・42号棟跡） 
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別添５



さくらのみやニュース（第８号 R5.10） 
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